
1

平成 15 年 11 月 21 日

各  　位
会 社 名 株式会社 間 組 (呼称：ハザマ)

代表者名 代表取締役社長         新  名  順  一

（ コ ー ド 番 号  1 7 1 9  東証第一部）

問合せ先 総 務 部 長 遠　藤    隆

（ＴＥＬ．０３ － ３４０５ － １１１６）

会社分割の確定に伴う開始貸借対照表等の確定
および当社第１期業績見通しについて

  平成 15 年 6 月 27 日開催の旧ハザマの第 73 回定時株主総会にて承認された「分割計画書」に基づ
き、平成 15 年 10 月１日をもって、新設会社である当社（同日に東京証券取引所市場第一部上場）

に旧ハザマの建設事業を承継する旨の会社分割を実施し、分割後の旧ハザマは青山管財株式会社（当

社の親会社、非上場）に商号を変更いたしました。

　この会社分割の確定に伴う当社の開始貸借対照表等の確定ならびに当社第１期（平成 15 年 10 月

1 日～平成 16 年 3 月 31 日）の業績見通しについて、下記の通りお知らせいたします。

　株主の皆様をはじめ関係各位のご支援ならびにご協力により、この会社分割が実現し、当社の財

務内容は飛躍的に改善いたしました。ここにご協力賜りました関係各位に厚く御礼申し上げます。

　今後は建設事業に経営資源を集中し効率的な事業運営を図りながら、顧客重視、利益重視の経営

方針のもと、「新生ハザマ３カ年計画」の達成に全役員、全従業員一丸となって邁進いたす所存であ

りますので、今後ともより一層のご支援ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

１．会社分割の確定に伴う開始貸借対照表等の確定について

　（１）当社の開始貸借対照表の確定について

　会社分割の確定に伴い新設された当社の開始貸借対照表（平成 15 年 10 月 1 日現在）は「（別

紙１）当社の開始貸借対照表」のとおり確定いたしました。

　（２）分割純資産移転割合の確定について

当社の開始貸借対照表の確定に伴い、分割純資産移転割合は 1.0 で確定いたしました。

この会社分割に伴い当社株式ならびに青山管財株式会社の株式を取得されました旧ハザマ

の株主の皆様に対する税務上の取扱につきましては、「（別紙２）会社分割に伴う当社ならび

に青山管財株式の税務上の取扱について」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

２．当社第１期（平成 15 年 10 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）業績見通しについて

　　　当社のスタートにあたり、第１期（平成 15 年 10 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）の業績見通

しを以下のとおりお知らせいたします。

　　　当社は、真に顧客の視点に立ったきめ細やかな営業を通して信頼の回復に全力を挙げて取り

組むとともに、受注量優先から採算性最重視の企業体質への変革を進めてまいります。また、

環境修復事業やリニューアル事業等成長分野へのより一層の取組み、効率的な事業運営による

コスト削減等の実施を通じて、「新生ハザマ３カ年計画」を達成すべく努力してまいります。

　　　＜第１期（6 ｹ月決算）業績見通し＞　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

項　　　　　　目 連　　結 個　　別

受 　 注 　 高 － １２７，０００

売 　 上 　 高 １４０，０００ １３０，０００

経 常 利 益 ３，７００ ３，５００

当 期 純 利 益 ７００ ５００

以　上
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（別紙１）当社の開始貸借対照表

　（単位：百万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 15年 10月１日現在

勘定科目 金　　額 勘定科目 金　　額

流 動 資 産 流 動 負 債

　 現 金 預 金 18,475 　 支 払 手 形 17,198

　 受 取 手 形 5,948 　 工 事 未 払 金 47,372

　 完成工事未収入金 55,384 　 開発事業等未払金 63

　 開発事業等未収入金 95 　 短 期 借 入 金 2,672

　 有 価 証 券 85 　 未 払 金 5,637

　 販 売 用 不 動 産 332 　 未 成 工 事 受 入 金 17,599

　 未 成 工 事 支 出 金 18,995 　 開発事業等受入金 146

　 開発事業等支出金 252 　 預 り 金 26,051

　 立 替 金 16,441 　 完成工事補償引当金 312

　 繰 延 税 金 資 産 7,887 　 賞 与 引 当 金 431

　 そ の 他 流 動 資 産 5,193 　 そ の 他 流 動 負 債 2,901

　 貸 倒 引 当 金 △212 流 動 負 債 合 計 120,387

流 動 資 産 合 計 128,881

固 定 負 債

固 定 資 産 　 長 期 借 入 金 39,097

有 形 固 定 資 産 　 退 職 給 付 引 当 金 5,044

建 物 ・ 構 築 物 8,366 　 そ の 他 固 定 負 債 345

機 械 ・ 運 搬 具 804 固 定 負 債 合 計 44,487

工 具 器 具 ・ 備 品 578 負 債 合 計 164,874

土 地 13,747

有 形 固 定 資 産 計 23,496 資 本 （ 純 資 産 ）

無 形 固 定 資 産 758 資 本 金 5,000

投資その他の資産 　 資 本 準 備 金 5,000

投 資 有 価 証 券 10,929 資 本 合 計 10,000
子会社株式・子会社出資金 433

長 期 貸 付 金 703

　 長 期 未 収 入 金 566

　 破 産 更 生 等 債 権 35

　 長 期 前 払 費 用 13

　 長 期 保 証 金 1,990

　 投 資 不 動 産 177

　 長期繰延税金資産 5,122

　 そ の 他 投 資 等 1,767

　 貸 倒 引 当 金 △1

投資その他の資産計 21,738

固 定 資 産 合 計 45,993

資 産 合 計 174,874 負 債 ・ 資 本 合 計 174,874
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（別紙２）会社分割に伴う当社ならびに青山管財株式の税務上の取扱について

　旧ハザマの株主様が平成１５年１０月１日の会社分割に伴い取得された当社株式ならびに

青山管財株式会社（以下、「青山管財」といいます。）株式の税務上の取扱は下記のとおりとな

りますのでご案内申し上げます。

記

 １）当社株式ならびに青山管財株式の税務上の取得価額等について

旧ハザマの株主様がこの会社分割により取得した当社株式ならびに青山管財株式の各取

得価額等の算定に必要な「分割純資産移転割合」（法人税法施行令第２３条第１項第２号、

所得税法施行令第６１条第２項第２号）は１．０で確定いたしました。

これに伴い、当社株式の譲渡等による各株主様の譲渡損益課税の計算に必要な当社株式

ならびに青山管財株式の各取得価額等は、次のとおりとなります。

　

　【法人株主様の場合】

　　当社株式の帳簿価額（譲渡原価）＝旧ハザマ株式の（税務上の）帳簿価額全額

（当社株式の１株当たりの帳簿価額＝旧ハザマ株式の１株当たりの帳簿価額×１０）

青山管財株式の帳簿価額（譲渡原価）＝０円

　【個人株主様の場合】

　　当社株式の取得価額＝旧ハザマ株式の取得価額全額

（当社株式の１株当たりの取得価額＝旧ハザマ株式の１株当たりの取得価額×１０）

青山管財株式の取得価額＝０円

　（計算例）
　平成 15 年 9 月 24 日以前に旧ハザマ株式を 1,000 株（購入単価＠250 円／株）で取得された株主

様の場合、当社株式 100 株（旧ハザマ株式保有数×0.1）と青山管財株式 1,000 株（旧ハザマ株式保

有数と同数）を保有いたしますが、その各株式の取得価額等の計算は次のとおりとなります。

　【当社株式の取得価額等の計算】

　当社株式の取得価額＝旧ハザマ株式の取得価額（1,000 株×250 円／株）×1.0（分割純資産移転割合）

＝250,000 円

 （当社株式１株当りの取得価額＝250 円／株×1.0（分割純資産移転割合）×10（※②）＝2,500 円／株）　

【青山管財株式の取得価額等の計算】

青山管財株式の取得価額＝旧ハザマ株式の取得価額（250,000 円）－当社株式の取得価額（250,000 円）

＝0 円

　（※①）法人株主様の場合、「取得価額」の金額は「（税務上の）帳簿価額」を適用して計算をしてい
ただく必要がありますのでご注意願います。

　（※②）旧ハザマ株に対する当社株式の割当株数に応じて取得価額を調整するための調整倍率です。

２）当社株式、青山管財株式の取得に伴う「みなし配当」課税の取扱について

この会社分割が以下の①、②の要件を満たしておりますので、旧ハザマの株主様がこの会

社分割により当社株式ならびに青山管財株式を取得したことに伴い、「みなし配当」課税（法

人税法第２４条、所得税法第２５条）が適用されることはありません。

① 旧ハザマの株主様に対し、当社に移転した旧ハザマの純資産額に対応する当社株式の割

当交付以外に分割交付金その他一切の資産の交付がないこと。

② この会社分割が「適格分割」（法人税法第２条第１２の１１項）に該当すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

本頁は、法人税法施行令第１１９条ノ８第３項および所得税法施行令第１１３条第４項に基づく株主の
皆様への「分割純資産移転割合」の通知に該当するものであります。

（※①）

（※①）




